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1. 計画の目的と位置づけ 

1-1 計画策定の背景と目的 

（１）計画策定の背景 

地域公共交通を取り巻く環境は、慢性的な人口減少及びコロナ禍等による利用者の減少、運転手を

はじめとする担い手不足、物価高騰等による経費の増加等により、全国的に厳しさを増しており、その影

響は特に本市のような中山間地域においては深刻な影響を及ぼしている。 

全国的な地域公共交通の危機に対して、国土交通省では、令和２(2020)年「地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律」改正において、従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源を

総動員し、地域の実情に応じた交通手段を確保していくこととした。また、令和５(2023)年には「地域公

共交通再構築元年」とし、これまでの事業者や行政だけに頼ったサービス提供だけでは地域の移動を支

えていくことが難しいことを踏まえ、地域の多様な関係者の連携・協働を定めた「地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）」の改正をはじめ、地域公共交通の再構築（リ・デ

ザイン）の取り組みを進めている。令和７(2025)年度から３年を「交通空白解消・集中対策期間」と位置

づけ、全国各地に生じる「交通空白」の解消と持続可能な体制づくりに向けて総合的な支援を行ってい

る。 

 

（２）第１次計画以降の宇陀市の取り組み 

宇陀市では令和３(2021)年３月に計画期間を令和３(2021)年度から令和７(2025)年度までとす

る「宇陀市地域交通計画（以下、第１次計画）」を策定し、「生きがいをもって暮らせる健幸なまちを支える

みんなでつくる、交通まちづくり」の基本理念のもと、さまざまな取り組みを進めてきた。全国に先駆けた

地域主体の運行の推進、市営有償バス（榛原大野線・大宇陀南部線（かぎろひバス））やデマンド型乗合

タクシーの運行、タクシー利用補助（らくらくタクシー）の運行などの取り組みにより、市内における移動

手段の確保に務めてきているものの、地域公共交通利用者の減少傾向に歯止めはかからず、課題はよ

り深刻さを増してきている。 

  

（３）第２次計画策定の目的 

深刻な高齢化が進む本市における多様な移動ニーズに対応するには、これまで以上に交通事業者、

行政、市民が一体となって計画を推進するとともに、また、福祉、教育、観光といった様々な分野と共創・

連携しオール宇陀市で課題解決に取り組むことにより、地域公共交通の維持・確保を推進しなければ、

本市の地域公共交通が直面する危機を乗り越えていくことができないという視点に立って、令和３

(2021)年３月に策定した１次計画を見直し、取り組むべき施策等を示すマスタープランとして「第２次宇

陀市地域公共交通計画」（以下、第２次計画）を策定するものである。 
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1-2 計画の位置づけ 

本計画は、前身となる第１次宇陀市地域公共交通計画の施策や取り組みの進捗状況を踏まえるとと

もに、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」をはじめとする関係法令や「第２次宇陀市市総

合計画」、「宇陀市都市計画マスタープラン」等の関連計画と整合、連携する。 

 

 

 

1-3 目標年次（計画の期間） 

第２次計画は、第１次計画を引き継ぎ、今後５年間の本市の地域公共交通のあり方や取組むべき施策

等を示すものとし、計画期間を令和８(2026)年度から令和 12(2030)年度までとする。 

 

 

1-4 計画の区域 

本計画の対象区域は、宇陀市全域とする。 

  

【上位計画】

第２次宇陀市総合計画
（平成30～令和11年度）

• 宇陀市都市計画マスタープラン

• 宇陀市総合戦略

• 宇陀市過疎地域持続的発展計画

• 第３次健幸都市ウェルネスシ

ティ宇陀市構想

• 宇陀市のまちづくり基本理念条

例

等

【各分野の関連計画】

第２次宇陀市地域公共交通計画
（令和８～令和12年度）

【地域公共交通に係る計画】

即する

整合

第１次宇陀市地域公共交通計画
（令和３～令和７年度）

宇陀市地域公共交通網形成計画
（平成27年策定）

宇陀市地域公共交通総合連携計画
（平成20年策定,同22年改定）
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2. 本計画の基本的な方針 

2-1 まちづくりの方向性と地域公共交通の位置づけ 

（１）目指すまちの姿 

第２次宇陀市総合計画（平成 31(2019)年策定、令和２(2020)年一部改定）では、目指すべき将来

像が示されるとともに、その将来像の実現に向けた施策の方向性が定められている。そのなかでは、目

指すまちの姿として、「健幸のまち」、「暮らしやすいまち」、「活力あるまち」、「生涯輝くまち」、「自然豊か

なまち」、「地域力を発揮するまち」の 6つが挙げられている。 

 

 

出典：第２次宇陀市総合計画（令和２年２月（一部改訂））  

地域公共交通

の充実 
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（２）地域公共交通の位置づけ 

① 主な上位・関連計画における地域公共交通の位置づけ 

上位・関連計画 地域公共交通に関する記載 

第２次宇陀市総

合計画 

(H29.3 策定，

R2.2一部改訂) 

 

計画期間：H30

～R11年度 

・ 目指すまちの姿を達成するための施策方向性の 1 つとして「公共インフラの持

続的な整備・維持・活用」があり、その中に「地域公共交通の充実」が掲げられ

ている。 

【「地域公共交通の充実」に関する記述】 

○誰もが円滑に市内を移動できるように、地域公共交通の整備を進めます。 

○様々な人が鉄道やバス等の地域公共交通を利用しやすいような環境整備や

利便性の向上に努めます。 

・ 総合計画の策定にあたって実施された市民アンケートの結果から、本市の弱み

となる重要改善分野として「地域公共交通の充実」が挙げられている。 

宇陀市総合計画

後期基本計画

（素案） 

（R8.3 策定予

定） 

【「地域公共交通の充実」に関する記述】 

○地域の実情に応じた持続可能な移動手段の確保を図ります。 

⚫ 住民生活を支える、持続可能で柔軟な交通ネットワークの構築  

⚫ 一次交通（鉄道や路線バス等）と接続する二次交通（市営有償バス、デマンド

型乗合タクシー等）を強化することによる持続可能な交通網の構築  

⚫ 市営有償バス（榛原大野線・かぎろひバス）やデマンド型乗合タクシー、らく

らくタクシーの運行や事業者支援による地域交通網の維持・確保  

⚫ 地域公共交通の運行効果の検証による地域の実状に合った利便性の向上  

⚫ 市民や地域のニーズ把握、意見交換などを通じた住民参加。また、多様な主

体の参画による共助型・共創型交通の推進  

⚫ 次世代技術や新しい移動手段の導入検討  

○地域資源を活かした魅力ある観光地づくりを推進します。 

⚫ 観光拠点を結ぶ移動手段の確保と公共交通と連携した回遊性の向上 
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上位・関連計画 地域公共交通に関する記載 

宇陀市都市計画

マスタープラン 

（H29.3策定） 

 

計画期間は特に

定められていな

いが、10 年後、

20 年後の宇陀

市の目指すべき

姿を提示 

・ 都市づくりの目標として、「地域拠点が連携した持続可能な集約型の都市づく

り」、「地域活性化のための産業基盤整備を目指す都市づくり」、「豊かな自然

環境の保全と歴史・文化をつなぐ都市づくり」、「災害に強い安全・安心な都市

づくり」の４つが挙げられている。 

・ 公共交通について、以下の記述がなされている。 

【公共交通に関する記述】 

■地域公共交通の維持・活性化 

○人が集まる交流拠点における乗継拠点機能の充実や安全・安心に歩ける空

間の整備を推進します。 

○宇陀市立病院や周辺の介護施設等へのアクセス向上(乗り継ぎ利便性の向

上)を図ります。 

○交流人口を増やし、にぎわいを創る観光拠点への交通アクセスの充実を図り

ます。 

■地域公共交通ネットワークの形成 

○市内の主要拠点施設を中心とする将来地域公共交通網の形成・充実を図り

ます。 

■持続可能な地域公共交通の再編 

○地域特性に対応した公共交通サービスの運行形態・仕組みの見直し・改善を

図ります。 

■市民・事業者・行政が一体となった地域公共交通の育成 

○市民・地域内従業者の意識改善による地域公共交通の維持・活性化を推進

します。 

○新たな利用につなげる情報案内の改善や周知徹底による地域公共交通の再

生・活性化を推進します。 

○持続可能な地域公共交通の実現に向けた地域の公共交通を考え、支える仕

組みづくりを進めます。 
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上位・関連計画 地域公共交通に関する記載 

第２期宇陀市地

域福祉計画・地

域福祉活動計画  

(R7.3策定) 

 

計画期間：R7～

R11年度 

・ 「オール宇陀で取り組む 面倒見のいい地域福祉コミュニティ」を将来像とし、

その上で「安心」、「笑顔」、「つながり」の３つの基本理念が重層的に作用し合い

ながら、子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人もともに健やかに暮

らせるまちづくりを目指す。 

・ 地域公共交通に関しては、「地域資源も活かした、移動しやすく、参加しやすい

仕組みづくり」に向けた取り組みとして、「暮らしと社会参加を支える移動手段

の充実」「「小さな交通」による移動支援の仕組みづくり」が重点施策に掲げられ

ている。 

【地域公共交通に関連する施策】 

■暮らしと社会参加を支える移動手段の充実 

○宇陀市地域公共交通計画に基づき、地域ごとの特性や高齢化に対応した柔

軟な移動支援の検討・充実に努める。 

○地域公共交通サービスの維持・活性化に努める。 

○住民の移動を支えるサービスに対する多様な手法や担い手の確保に努め

る。 

■「小さな交通」による移動支援の仕組みづくり 

○地域住民自らが運転手となる交通サ－ビスや、「らくらくタクシー」の運行な

ど、関係機関や有識者との連携・協議のもと、地域のニーズに応える移動支

援に取り組む。 

宇陀市過疎地域

持続的発展計画 

(R8.3 策定予

定) 

 

計画期間：R8～

R12年度 

・ 地域公共交通に関連する対策として「鉄道・バス等地域交通の連携」と「地域公

共交通の充実」が挙げられている。 

【地域公共交通に関連する対策】 

■鉄道・バス等地域交通の連携 

○駅前広場や駐車場の整備を行い、鉄道、バス、自動車など安全・安心に利用

できる地域交通拠点の整備を行う。 

■地域公共交通の充実 

○市が運行に関わるバス事業について、利用促進を図りつつ、効率的な運行と

するべく必要な見直しを行うことをはじめ、地域の実情に応じた地域独自の

コミュニティ交通手段の導入など、新たな運行形態の調査・検討を地域ととも

に行い、利用しやすい交通体制の構築に努める。  

○また、ＭａａＳや自動運転技術・グリーンスローモビリティなどの次世代技術の

活用についても、民間事業者と連携を図りながら調査・検討を行い、地域公

共交通の維持継続また充実化を図る。 
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② 第１次計画における基本方針・施策等 

現在の公共交通の抱える課題を明らかにし、本市に合った地域公共交通ネットワークの将来像及び

それを実現するための施策と具体的な取り組みを示すことを目的として、令和 3（2021）年 3 月に令和

3（2021）年度から令和 7（2025）年度を計画期間とする宇陀市地域公共交通計画を策定した。 

本計画の基本理念・基本方針及び事業の方向性は、以下に示すとおりである。なお、現在、計画の見

直し作業を実施しているところである。 

 

【宇陀市地域公共交通計画の基本理念・基本方針】 

（基本理念） 

• 生きがいをもって暮らせる健幸なまちを支える 

みんなでつくる、みんなのための交通まちづくり 

（基本方針） 

(1)「健幸都市 ウェルネスシティ宇陀市」実現を目指すまちづくりを支える移動サービスの構築 

(2) 住む場所や年齢などに関係なく、誰もが安心して移動できる面的な移動サービスの構築 

(3) 地域の特徴に応じた適材適所で多様な移動サービスの構築 

(4) 地域住民・交通事業者・行政が一体となった移動サービスの育成 

 

 

出典：宇陀市地域公共交通計画 
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2-2 地域公共交通の抱える課題 

課題（１） 点在する集落に住む住民の日常生活の移動支援 

第１次宇陀市地域公共交通計画では… 

本市では、山間部の谷筋に沿って集落が多く点在している。また、都市機能の分散もみられる。こ

のような背景のもと、自動車の移動が 6 割以上を占めており、鉄道やバスによる移動が減少してい

る。そのため、鉄道、路線バス、市運営事業とも利用者が低迷し、厳しい経営環境となっている。一

方、地域公共交通にかわる代替手段を有していない市民の存在も明らかになっている。 

したがって、地域公共交通が維持されないと、山間部の集落に住む高齢者の生活が維持できない

恐れや、自動車に頼った生活を余儀なくされ、安全・安心が確保されない恐れがある。 

本市では、最上位計画である第 2 次宇陀市総合計画で「誰もが円滑に市内を移動できる」ことを

目指しており、地域公共交通によって、点在する集落に住む住民の日常生活の移動支援を進めるこ

とが課題の 1つとなる。 

 

現状（令和７年度）では… 

✓ 地理条件は変わらず、集落や都市機能が分散している構造は継続している。 

✓ 自動車への依存状況は変わっていない。 

✓ 集落が点在している室生地域では、他の地域に比べて週１日以上の外出頻度が低い。また、中

学生の進路検討について、室生地域や大宇陀地域では他の地域に比べて「移動手段の有無に

よって影響がある」と回答した人が多い。このように地域による差が生まれている。 

✓ 前回と変わらずバスやデマンド型乗合タクシー利用者は、家族などへの送迎を頼むことができ

ず、地域公共交通以外に移動手段がない人も存在している。 

✓ 室生地域では他の地域に比べて週１回以上外出する人の割合が低い。 

  

資料：国土地理院の基盤地図情報、行政区域データより作成 資料：令和２年国勢調査 
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資料：近畿圏パーソントリップ調査 

 

資料：市民アンケート 

 

資料：中学生保護者を対象としたアンケート 
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資料：バス利用者アンケート 資料：デマンド型乗合タクシー利用者アンケート 

 

 

資料：バス利用者アンケート 
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課題（２） 高齢化に対応した移動サービスの提供 

第１次宇陀市地域公共交通計画では… 

本市は、令和 27(2045)年には、平成 30(2018)年の半分以下の人口になると予想されており、

人口減少に伴う地域公共交通の利用者の減少は、地域公共交通サービスの撤退を加速させる恐れ

がある。また、市域では、高齢化により、高齢者夫婦世帯、高齢者単身世帯など、頼る家族がいない

高齢者（交通弱者となりうる市民）の増加も進んでいる。 

本市では、重要な関連計画の 1 つである第 2 次健幸都市ウェルネスシティ宇陀市基本構想で「市

民の誰もが健康で幸せと思えるまちを表し、人々が身体面の健康だけでなく、生きがいを感じ、安心

して豊かな生活を送れるまちを目指す」ことを掲げており、地域公共交通によって、交通弱者の発生

を防ぐことや、健康的な生活を支えるため、高齢化に対応した移動サービスの提供を図ることが課題

の 1つとなる。 

 

 

現状（令和７年度）では… 

✓ 高齢化率は奈良県平均を上回り、令和２(2020)年では 42.1％となっている。後期高齢者（75

歳以上）は 21.4％。 

✓ バスやデマンド型乗合タクシーの利用者は、高齢者が中心。 

✓ 免許返納の増加により、今後も地域公共交通の需要が高まると想定され、特に高齢者の移動

ニーズに合った移動手段の確保が求められている。 

 

 
資料：国勢調査 
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資料：国勢調査 

  

資料：バス利用者アンケート 資料：デマンド型乗合タクシー利用者アンケート 
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課題（３） 地域公共交通サービスの維持・活性化 

第１次宇陀市地域公共交通計画では… 

本市では、現在提供されている地域公共交通サービスに対する認知度も低く、自動車の移動が 6

割以上を占めており、鉄道やバスによる移動が減少している。そのため、鉄道、路線バス、市運営事

業とも利用者が低迷し、厳しい経営環境となっている。このまま、自動車の移動が多く、鉄道やバスに

よる移動が減少すると、地域公共交通サービスの撤退を加速させる恐れがある。 

本市では、重要な関連計画の 1 つである宇陀市都市計画マスタープランでも「地域公共交通の再

生・活性化を推進する」ことを掲げており、地域公共交通計画の策定・推進を通じて、地域公共交通

サービスの維持・活性化を図ることが課題の 1つとなる。 

 

 

現状（令和７年度）では… 

✓ 認知度は前回計画時と同程度で、利用率も依然として 2割未満で改善せず。 

✓ 公共交通利用はコロナ禍を経て利用者が低迷している。（コロナ前比▲20％以上） 

✓ 運転手不足はさらに深刻化。奈良交通・タクシー事業者とも人材確保が困難で、定年延長や賃

金改善で対応中。加えて、労働時間基準（改善基準告示）の改正により、事業者の負担はより一

層大きくなっている。 

✓ さらに、燃料費・人件費高騰の影響もあり経営環境は悪化している。 
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資料：市民アンケート 

 

 
資料：市民アンケート 
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※ 奥宇陀線は、2017年 10月からコミュニティバスとして運行 

 

 
※ 奥宇陀線は、2017年 10月からコミュニティバスとして運行 
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■奈良交通ヒアリング結果 

⚫ バス・タクシー業界全体として、運転者不足が深刻であり、運行に必要な運転者の確保が急務な

状況である。全国的に賃上げを行っており、近畿圏では最低賃金の５％アップを行って、魅力あ

る業界にしようとしている。 

⚫ 奈良交通としても、運転者の確保が急務な状況であり、今後も運行に必要な運転者を確保する

ため、人件費については上昇の見込みである。 

⚫ 運転者の高齢化も有り、採用については今後も強化していきたいが、事業者単独では限界が有

り苦労している状況である。市にも運転者募集の広報についてご協力いただきたい。 

 

 

  
出典：厚生労働省リーフレット 
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課題（４） 地域公共交通サービスに対する財政負担の適正化 

第１次宇陀市地域公共交通計画では… 

本市の地域公共交通は、本市による財政負担により、運行が維持されているものも少なくないが、

これまでに示したとおり、地域公共交通による移動が減少しており、利用者は低迷している。地域公

共交通を支える本市の財政は、少子高齢化による人口減少に伴い、市税等の自主財源がさらに減少

することが想定され、一層厳しい歳出・歳入状況になることが推測される。このような背景のもと、財

政状況が厳しくなる中で、収支率の低い地域公共交通サービスを維持することが困難になる恐れが

ある。 

本市では、重要な関連計画の 1 つである宇陀市都市計画マスタープランでも「地域特性に応じた

公共交通サービスの運行形態・仕組みの見直し・改善を図る」ことが掲げられており、持続性の確保

に向けた地域公共交通サービスに対する財政負担の適正化を図ることが課題の 1つとなる。 

 

 

現状（令和７年度）では… 

✓ 人口減少加速（2050年には 2020年と比べて 57％減少）で税収減少リスクがさらに高まる。 

✓ 路線バス・市営有償バス・デマンド交通の収支率は全て低迷（路線バス 50％未満、榛原大野線

18.3％、デマンド交通 9％）。 

✓ 運行経費は燃料費・人件費高騰で増加により、財政負担は増加傾向。補助金依存度が高まり持

続性リスクが深刻化。 

✓ 運行形態の見直しを一部実施（らくらくバス廃止→らくらくタクシー導入、大宇陀南部線廃止→

地域主体のかぎろひバスに移行）。 

 

 

 資料：令和２年国勢調査  

 国立社会保障・人口問題研究所の『日本の地域別将来推計人口（2023年 12月推計）』（2025年以降） 
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※ 奥宇陀線は、2017年 10月からコミュニティバスとして運行 
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課題（５） 市民の移動を支えるサービスに対する多様な手法や担い手の確保 

第１次宇陀市地域公共交通計画では… 

本市の地域公共交通は、利用者の低迷により、収支率が低く、民間事業、市運営事業とも、サービ

スの継続が困難になる可能性がある。また、乗務員不足の観点からも、地域公共交通が維持できなく

なる可能性が指摘されている。さらには、本市で現在運行している市営有償バス、公共交通空白地有

償バス（らくらくバス）のように乗合型を前提としたサービスにおいて、1 便あたりの利用者が 1.0 人

以下となっている路線も存在し、乗合型の交通としての役割を十分に果たせていない状況となってい

る。 

本市では、重要な関連計画の 1 つである宇陀市総合戦略で「公共交通が生活に密着し、より利用

しやすいものとなるように、地域住民、交通事業者、行政が一体となって検討する」ことが求められて

おり、地域住民、交通事業者とともに市民の移動を支えるサービスに対する多様な手法、担い手の

確保を図ることが課題の 1つとなる。 

 

 

現状（令和７年度）では… 

✓ 市営有償バス・デマンド交通の便あたり利用者数は依然として低水準（榛原大野線・かぎろひバ

スとも 1.0人未満、デマンド交通は 1.4人）。乗合型交通の利用促進には結びついていない。 

✓ 一方で、「自動運転バス（天満台東三丁目～宇陀市立病院～榛原駅北口）とカート運行（天満台

地区の周回）」の実証実験、「らくらくタクシー」（タクシー補助）や、地域主体で運行している「か

ぎろひバス」、マイカー乗り合い公共交通サービス「ノッカルおくうだ」の実証実験等、持続可能

な移動手段の確保に向けて、新たな手法や担い手の確保に取り組んでいる。 

✓ 加えて、福祉施設所有の空き車両の有効活用やボランティア送迎との今後の連携など、福祉部

局との調整・連携も模索している。 

✓ 地域住民や団体と連携した取り組みについても、随時、研究調査や関係者との意見交換を行っ

ている。 
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■自動運転バス（天満台東三丁目～宇陀市立病院～榛原駅北口）とカート運行（天満台地区の周回）の

実証実験 
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■かぎろひバス 

○運行概要 

地域主体の移動手段確保を目的とした事業で、大宇陀南部

地域において、大宇陀上龍門・政始まちづくり協議会と連携し、

令和 3 年 12 月 1 日より本格運行開始。地域住民が運転手を

担い、交通弱者の移動を支援。 

 

出典：宇陀市ホームページ 

○運営者（上龍門地域まちづくり協議会）の声 

⚫ 市との連携により、地域の声を反映した運行ルートを設定し、奈良交通バス停との接続で広域

移動も可能となっている。 

⚫ 持続的に運営していくために、安全確保のためのビデオ講習、高齢化による利用減少に対応す

るための PR 強化、担い手確保、利便性向上のためルートの一部変更等、様々な対応をおこ

なっている。 

⚫ 協議会メンバーは免許返納を控えつつも、「地域交通を守り続けたい」という強い使命感を持っ

て取り組んでいる。 

■ノッカルおくうだ 

○運行概要 

奈良県内初の共助型 MaaS として、住民ドライ

バーが自身のマイカーで近隣住民を送迎する乗り

合い公共交通サービス。令和7年3月から内牧地

域で実証運行中。 

 

 

 

 

 

○運行地域（内牧地域まちづくり協議会）の声 

⚫ 内牧地域は、限界集落（人口約 850 人・高齢化率 55％超）で、買い物・通院の交通手段が不

足していた。市の提案を受け、地域協議会が導入を決断した。奈良県で初の公共ライドシェア事

例となっている。 

⚫ 利用目的は買い物、通院、市役所訪問などであり、移動診療車利用も増加している。利用者か

らは「近隣への依頼が不要になった」「外出や交流が増えた」「便利になった」といった評価が寄

せられている。 

⚫ 公共ライドシェアは地域活性化の鍵となると考えている。外出・交流を促進し「住み続けたい地

域」を実現していきたい。さらに、他の公共交通機関の利用促進にも波及効果を期待している。  

出典：宇陀市ホームページ 
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■らくらくタクシー 

○運行概要 

菟田野地域で運行していた「らくらくバス」の廃止に伴い、令和 5 年 11 月 1 日から「らくらくタク

シー」（タクシー利用補助)を運行。 

 

出典：宇陀市ホームページ 

 

○利用者の声 

⚫ 菟田野地域ではスーパーがなく、利用者からは「道の駅からスーパーモリカワまで運行区域を

延長してほしい」という要望がある。 

 

 

■宇陀市福祉部局との意見交換 

⚫ 福祉部局としては、高齢者や障害者の移動支援のために福祉施設（美榛苑等）やデイサービス

車両の活用を検討している。一方で、地域公共交通とのルート競合があり、調整が必要だと考え

ている。 

⚫ 地域の実態として、住民の間で近隣の方を送迎するといった助け合いによって移動が成り立っ

ている。このようなボランティア輸送を保険制度等の安全面を確保し、確立できないか。 

⚫ 一部の地域は、公共ライドシェアに興味を持っている。実証実験を開始している「ノッカルおくう

だ」を事例に課題を把握して、展開できるとよい。 
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【地域公共交通の抱える課題のまとめ】 

本市の地域公共交通を取り巻く環境は、第１次計画策定時から現在にかけて人口減少や高齢化が進み、第１次計画時に挙げられていた問題意識は深刻化している。さらに、全国的にみても、地域公共交通は燃料費をはじめとする各種経

費の上昇や運転手不足、経営環境が一層厳しくなっており、本市でも同様の状況となっている。一方で、本市では地域主体による運行モデルや自動運転の実証実験など、多様な手法や担い手を確保する取り組みが進展していることは、今

後の地域公共交通ネットワークの再構築に向けた重要な兆しである。 

 

 

 

① 点在する集落に住む住民の日
常生活の移動支援

第１次計画時の問題認識地域公共交通の課題

• 地域公共交通が確保されないと、山間部の集落
に住む住民の生活が維持できない恐れがある。

• 高齢者が、自動車に頼った生活を余儀なくされ
ると、安全・安心が確保されない恐れがある。

② 高齢化に対応した移動サービ
スの提供

④ 地域公共交通サービスに対す
る財政負担の適正化

• 今後は、財政状況が厳しくなることが予想される。
• また、財政状況が厳しくなる中で、収支率の低い
地域公共交通サービスを維持することが困難に
なる恐れがある。

• 収支率が低く、民間事業、市運営事業とも、サー
ビスを維持することが困難になる可能性がある。

• 乗務員不足により、地域公共交通サービスが維
持できなくなる恐れがある。

• 乗合型のサービスが成立しておらず、現状の地域
公共交通サービスが過剰になっている恐れがあ
る。

③ 地域公共交通サービスの維持・
活性化

⑤ 市民の移動を支えるサービス
に対する多様な手法や担い手
の確保

• 自動車移動が多く、鉄道やバスによる移動が減
少すると、地域公共交通サービスの撤退を加速
させる恐れがある。

• 人口減少に伴う地域公共交通の利用者の減少は、
地域公共交通サービスの撤退を加速させる恐れ
がある。

• 一方で、頼る家族がいない高齢化（交通弱者とな
りうる市民）の増加は、地域公共交通の必要性を
高めることとなる。

現状（令和7年度）で深刻化した問題意識
あるいは、第１次計画以降に進展した検討

• 外出頻度や中学生の進路選択において移動手段の有無
が大きく影響するなど、地域間で移動機会の格差が拡大
する恐れがある。

• 高齢者が自動車に頼った生活を余儀なくされることで安
全・安心が確保されず、加えて家族などへの送迎を頼め
ない人は公共交通以外の選択肢がなく、移動手段の制約
が深刻化する恐れがある。

• 高齢化率が奈良県平均を上回り、後期高齢者の割合も高
い中で、バスやデマンド型乗合タクシーの利用者は高齢
者が中心となっている。さらに、免許返納の増加により
今後も地域公共交通の需要は一層高まると想定される。

• しかし、必要な交通手段が確保できない場合、移動困難
者が増加し、生活の質や安全・安心の低下を招く恐れが
ある。

• 地域公共交通の認知度や利用率の低迷に加え、運転手不
足と燃料費・人件費の高騰により、地域公共交通の経営
環境は一層厳しくなっている。

• 人口減少の加速と運行経費の増加により、地域公共交通
の財政負担は増大し、補助金依存度が高まって持続性リ
スクが深刻化している。

• 乗合型交通の利用促進が進まず便あたり利用者数は低
水準であり、このままでは持続可能な移動手段の確保が
困難となる恐れがある。

• 一方で、自動運転や住民同士が支え合うマイカー乗り合
い公共交通サービスの実証実験といった新たな手法や、
地域主体の運行など担い手の確保に向けた取り組みが
進められている。

• 加えて、福祉車両の有効活用やボランティア輸送の制度
化など、福祉部局との調整・連携も模索している。

社会情勢や国の政策動向

• 運転手の不足や高齢化が進んでいる。
• そういった中で、労働時間基準（改善基準告
示）の改正により拘束・休息時間が厳格化され、
より一層、運転手の人材確保が困難になって
いる。

• コロナ禍により多くの交通事業者の収益は落
ち込んでおり、依然コロナ禍前の水準への回
復には至っておらず、事業継続が困難な状況
に直面している。

• 地域の多様な連携・協働を定めた法改正をは
じめとする地域公共交通の再構築（リ・デザイ
ン）の取組を推進。

• 令和7～9年を「交通空白解消・集中対策期
間」と位置づけ、「交通空白」の解消・持続可能
な体制づくりに向けて支援。
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2-3 計画の基本的な方針 

（１）基本理念 

令和３(2021)年３月に策定した第１次計画（現行の「宇陀市地域公共交通計画」）では、「生きがいを

もって暮らせる健幸なまちを支える みんなでつくる、みんなのための交通まちづくり」を基本理念として、

地域住民・交通事業者・行政が一体となって、利用しやすく、持続可能な地域公共交通の構築に取り組

んできた。 

近年、地域公共交通は燃料費をはじめとする各種経費の上昇や運転手不足、高齢化などにより、経

営環境が一層厳しくなっている。こうした状況の中、従来のように事業者や行政だけに頼る仕組みでは

維持が難しくなり、地域全体での新たな取り組みが求められている。また、公共交通は単なる移動手段

にとどまらず、暮らしを支える重要な要素として位置づけられている。さらに、社会の変化に対応し、持続

可能な体制を整えるためには、柔軟な発想と地域に合った工夫が必要となる。 

この認識を踏まえ、前節で整理した課題を解決し、本市が目指す生きがいをもって暮らせる健幸なま

ちを支える地域公共交通の実現に向けて、以下の視点を踏まえることが必要である。 

 

視点１：地域公共交通は「与えられる」だけではなく、自分たちで「創る」ことも必要 

全国的に交通事業者や行政だけに頼る地域公共交通の維持は困難になっており、地域住民に求めら

れる役割も変化が迫られている。本市では、すでに市民が主体となって創る交通手段が複数運行され

ており、一部は「萌芽」から「成長」の段階に移行しつつある。地域公共交通が「自分たちの生活を支える

貴重な資源」であり、その確保や維持が「自分ごと」であるという認識を共有し、地域、交通事業者、行政

がそれぞれの役割を適切に果たしていくことが求められている。 

 

視点２：地域公共交通が求められる役割が多様化するなか、各種政策との連携が必要 

人口減少、高齢化、地域における移動ニーズの多様化等が進むなかで、健幸なまちの達成に向けて

は、高齢者の外出促進による健康維持、社会参加促進による生きがいの創出、互いに支え合う地域コ

ミュニティの維持、移住定住の促進等、地域公共交通が果たす役割は多様化している。「健幸都市」の

基盤として、誰もが安心して住み続けられるためのセーフティネットとしての機能強化に向けて、福祉、

教育、観光、地域振興等といった各種政策との連携が重要である。 

 

視点３：持続可能な宇陀市の未来に向け、「創る」だけではなく、「育て」「守る」ことが重要 

コロナ禍や 2024 年問題等を経てさらに厳しい環境に直面する地域公共交通であるが、今後も押し

寄せる社会情勢の変化に対応していくためには、地域公共交通を「創る」だけではなく、「育てる（改善す

る）」、次世代に向けて「守る（維持する）」ことが重要である。次世代技術の導入や新たな移動支援策も

含めて、地域の実情にあわせて柔軟に進化させ、かつ、持続可能なシステムとしていくことが、本市の未

来を切り拓いていくことに繋がる。  
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以上の視点を踏まえ、生きがいを持った健幸なまちの達成を支える地域公共交通の実現に向け、関

係者全員が、これまで以上に移動やそれを支える地域公共交通を「自分ごと」として意識し、日常生活や

観光等のくらしのインフラとなる本市の地域公共交通を、関係者が「共に創り、育て、守る」ことの継続

が重要であることから、第２次宇陀市地域公共交通計画における基本理念を、以下のとおりとする。 

 

 

第１次宇陀市地域公共交通計画における基本理念 

 

生きがいをもって暮らせる健幸なまちを支える 

みんなでつくる、みんなのための交通まちづくり 

 

 

 

 

 

第２次宇陀市地域公共交通計画における基本理念 
 

共に創り、育て、守り続ける 

健幸都市 宇陀の未来を拓
ひら

く地域公共交通 
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（２）基本方針 

1) 地域公共交通に求められる役割 

本市の地域公共交通の課題を解決し、まちの目指す姿や基本理念の実現に向けて求められる地域

公共交通の役割を整理した。 

 

①広域アクセスと基幹ネットワークの維持・強化 

市民や来訪者にとっても分かりやすく、広域的に利便性の高い地域公共交通ネットワークを維持し、

定住促進及び交流人口の増加・創出につなげる。 

②外出が楽しくなる環境づくり（QOLの向上） 

買い物、通院、イベント参加等「出かけたくなる目的」に地域公共交通が紐づくことで、移動を通じた

交流を促進し、市民の心身の健康（ウェルネス）向上と地域コミュニティの活性化につなげる。 

③未来へつながる環境づくり 

第１次計画の精神である「みんなでつくる、みんなのための交通まちづくり」という土台を継承しつつ、

多様な主体が参画してみんなで支え合う意識の醸成、市民・交通事業者・行政が同じ目標に向かって挑

戦していく体制づくりにより、さらに「育てる」・「守る」に進化していく。 

 

2) 基本方針 

本市の地域公共交通は、従来型の路線維持だけでは持続が困難であり、「幹」・「枝」・「葉」の地域の

需要や求められるサービス水準に応じた階層的な地域公共交通ネットワークの再構築と、情報提供・利

用促進・地域連携・意識醸成・財政適正化等によって持続可能な地域公共交通としていくための「根」を

広く深く張っていくことが不可欠である。 

地域公共交通に求められる役割を踏まえ、本計画の４つの基本方針を下記の通り抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域公共交通に求められる役割 

広域アクセスと基幹ネットワークの

維持・強化 

外出が楽しくなる環境づくり

(QOLの向上) 

未来へつながる環境づくり 

基本方針 

広域幹線や地域間交通の維持・ 

連結強化 

暮らしを支える地域内交通の 

効率化 

地域のコミュニティで支える 

生活圏内の移動支援の充実 

持続可能な地域公共交通に向けた 

情報・連携・意識の基盤づくり 
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基本方針１ 幹 広域幹線や地域間交通の維持・連結強化 

鉄道および主要路線バスを中心とした幹線交通の機能を維持し、地域内交通との乗継利便性を高め

る。 

 

基本方針２ 枝 暮らしを支える地域内交通の効率化 

需要に応じた運行形態を導入することで、生活圏間の移動を持続可能にし、地域の暮らしを支える。 

 

基本方針３ 葉 地域のコミュニティで支える生活圏内の移動支援の充実 

多様な手法を組み合わせ、地域のコミュニティと連携して、近距離移動を確保し、高齢者や交通弱者

の生活を守る。 

 

基本方針４ 根 持続可能な地域公共交通に向けた情報・連携・意識の基盤づくり 

効率的・効果的な情報提供、利用促進、担い手確保、財政負担の適正化を進めるとともに、新たな取

り組みに挑戦する積極的な姿勢と、市民が地域公共交通を「創り、守り、育てる」主体として「自分ごと」

にする意識を醸成し、地域全体で地域公共交通を守る仕組みを構築する。 

 

 

※将来ネットワークの形成に向けては、幹の交通を太くし、枝の交通を拡げ、葉の交通を茂らせるこ

とにより、大きく、豊かな木として枯らさずに成長していくことを目指す。 

支える

接続・連携

接続・連携

行政

主な役割葉の交通

事業者

行 政

市 民 運行主体,利用

運行主体,支援

支援(運行管理等)

主な役割幹の交通

鉄道(近鉄) 路線バス(奈良交通)

奥宇陀わくわくバス
市営有償バス
(榛原大野線)

利用

支援,運行主体

運行主体

行政

主な役割枝の交通

利用

運行主体,支援

運行主体
路線バス

(奈良交通）
デマンド型
乗合タクシー

らくらく
タクシー 事業者

行 政

市 民

事業者

行 政

市 民

持続可能な地域公共交通とするための根

情報提供・
情報発信

利用促進
担い手
確保

多様な
主体との
連携

適正な
財政負担

かぎろひ
バス

ほっとバス錦 ノッカル
おくうだ

一般
タクシー

一般
タクシー

地域主体の
移動支援
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位置づけ 役割 運行主体 路  線（現状） 

交通の幹線

となる 

 
幹 

・ 市外および宇

陀市内の各地

域間を接続す

る交通 

 

 

 

・ 主に交通事

業者、自治

体、関係市

村等が主体

となって運行 

 

○近鉄大阪線 

○路線バス 

・大宇陀線 ・古市場線 ・榛原東吉野線 

・桜井菟田野線 ・都祁榛原線 

○奥宇陀わくわくバス 

○市営有償バス 

・榛原大野線 

○一般タクシー 

地域と幹線

を繋ぐ 

 
枝 

・ 宇陀市内の各

地域内の移動

を支える交通 

・ 主に交通事

業者、自治

体が主体と

なって運行 

○路線バス 

・榛原ネオポリス線 ・室生線 

○デマンド型乗合タクシー 

○らくらくタクシー 

○一般タクシー 

地域内を 

繋ぐ 

 

葉 

・ 宇陀市内の各

地域内の移動

を支える交通 

 

・ 主に地域が

主体となって

運行 

○市営有償バス 

・かぎろひバス 

○ほっとバス錦 

○ノッカルおくうだ 
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【参考】木になぞらえた交通のネットワークの考え方（国土交通省） 

 

出典：アフターコロナ時代に向けた地域交通の共創に関する研究 中間整理概要（国土交通省） 
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3. 計画の目標 

3-1 目標設定の考え方 

本計画を着実に推進するためには、各主体が目指すべき方向性を共有し、同じゴールに向かって取り

組むことが重要となる。そのため、本計画の目標を以下の考え方に基づき設定する。 

なお、評価指標については、市の地域公共交通行政の継続性を鑑み、第１次計画で設定した項目を

ベースにしつつ、事業の取り組み状況と目標の達成状況、昨今の地域公共交通を取り巻く環境等を勘

案したうえで、必要に応じて見直したうえで設定した。 

（１） 計画全体の目標 

基本方針１～４に基づく事業（第４章に記載）に取り組んだ結果として、地域公共交通を利用する人

が増え、地域公共交通に対する利用者の満足度が高まっていること、地域公共交通の充実により市

民の外出や健康が増進され、生きがいを感じながら安心して豊かな生活を送れていること等を検証

するため、以下の３点を計画全体の目標とする。 

目標①：地域公共交通利用者数の増加 ※利用増進を図ることにより、コロナ禍以前の状態への回復を目指す 

目標②：地域公共交通に対する利用者満足度の向上 

目標③：高齢者の地域公共交通の利用頻度の向上 

 

（２） 基本方針１～３（幹・枝・葉）に関する目標 

市民の日常生活や観光移動等を支える幹・枝・葉を構成する地域公共交通ネットワークが維持・確

保できているか、また、その持続可能性を確保できているかを検証するため、以下の５点を目標とす

る。 

目標④：地域公共交通へのアクセス環境の確保 

目標⑤：拠点施設へのアクセス利便性の確保 

目標⑥：地域公共交通に対する行政負担額（市全体）の改善 

目標⑦：地域公共交通の収支率の改善 

 

（３） 基本方針４（根）に関する目標 

行政、事業者、市民の各主体が適切な役割分担のもとで連携し、一体感を持って、計画を着実かつ

機動的に推進できているかを検証するため、以下の３点を目標とする。 

目標⑧：地域公共交通に係る継続的な情報発信 

目標⑨：地域公共交通に係る関係者の連携の強化 

目標⑩：地域公共交通への理解と行動変容の促進 

 

各目標の具体的な評価指標と数値基準について、次ページ以降に記載する。  
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（１） 計画全体の目標 

目標① 地域公共交通の利用者数の増加 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

①-1 

市内を運行する

バス・デマンドタ

クシー等の乗車

人員の合計 

人口動向、コロナ禍後の利用

状況等を踏まえ、現状からの

増加を目指す。 

 
対象：路線バス(7 路線)、市営有

償バス(2 路線)、デマンド型乗合

タクシー(1 路線)、らくらくタク

シー 

632,095人/年 

（H30年度） 

 

485,689人/年 

（R6年度） 

 

485,689人/年

以上 

(現状以上) 

①-2 

市内鉄道駅（３

駅）の乗車人員

の合計 

人口動向、コロナ禍後の利用

状況等を踏まえ、現状からの

増加を目指す。 

 

対象：榛原駅、室生口大野駅、三

本松駅 

1,996千人/年 

(5,469人/日) 

（H30年度） 

1,560千人/年 

(4,275人/日) 

（R4年度） 

1,560千人/年 

(4,275人/日) 

（現状以上） 

■数値の把握方法：運行する交通事業者からのデータ提供による 

 

目標② 地域公共交通に対する利用者満足度の向上 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

②-1 

バス交通に対す

る利用者満足度 

現状でも高い満足度である

が、各種施策実施により更な

る向上を図る。 

76.7％ 

(R元年度) 

77.6％ 

 

80％ 

(＋3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ) 

②-2 

デマンド交通に

対する利用者満

足度 

現状でも高い満足度である

が、各種施策実施により更な

る向上を図る。 

84.6％ 

(R元年度) 

88.9％ 

 

90％ 

(＋1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ) 

■数値の把握方法：利用者アンケートの実施による 

 

目標③ 高齢者の地域公共交通の利用頻度向上 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

③ 

高齢者（65 歳

以上）の地域公

共交通の利用

頻度 

地域公共交通で外出しやす

い環境の創出により、地域公

共交通の主たる利用者であ

る高齢者の地域公共交通の

利用頻度を向上し、利用者

のすそ野を広げる。 

－ 

（非計測） 

77.6％(※1) 

 

80％ 

(＋3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ) 

(※1)市民アンケートにおいて、65歳以上の「地域公共交通(路線バス、市営有償バス、デマンド型乗合タクシー、一般タ

クシーのいずれか)の利用頻度」が「年１回未満」よりも多く回答した人の割合。 

■数値の把握方法：市民アンケートの実施による  
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（２） 基本方針１～３（幹・枝・葉）に関する目標 

目標④：地域公共交通へのアクセス環境の確保 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

④ 

地域公共交通

の未カバー人口

率 

地域別の人口動向、現在の

交通サービス提供状況等を

踏まえ、駅勢圏・バス停勢圏

外(※1)に居住する人口比率の

現状からの改善を目指す。 

14.4％ 

（R2年度） 

11.7％ 

 

10.5％ 

(-1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ) 

(※1)鉄道駅から半径 1km圏外、バス停から半径 300m圏外。 

■数値の把握方法：250mメッシュ別人口データ（国勢調査に基づく）より計測 

 

目標⑤：主要な交通拠点へのアクセス利便性の確保 

指標 考え方 対象施設 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

⑤ 

主要な交通

拠点への乗

り入れ路線

数 

市内の各地域の主

要な交通拠点(※1)へ

のアクセス利便性を

確保するため、現状

維持を目指す。 
 

 

榛原駅 
7 

(R2年度) 
7 現状維持 

室生口大野駅 

3 

(デマンドタク

シー含む) 

(R2年度) 

3 

(デマンドタク

シー含む) 

現状維持 

道の駅「宇陀路大宇陀」 
4 

(R2年度) 

4 

(らくらくタク

シー含む) 

現状維持 

宇陀市菟田野人権交流

センター 

3 

(R2年度) 

3 

(らくらくタク

シー含む) 

現状維持 

(※1)交通拠点：鉄道駅（２駅）、道の駅「宇陀路大宇陀」、宇陀市菟田野人権交流センター 

■数値の把握方法：運行する交通事業者からのデータ提供による 
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目標⑥：地域公共交通に対する行政負担額（市全体）の維持 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

⑥ 

行政負担額（市

全体）(※1) 

運行に係る経費の増大や新

たな路線導入等による行政

負担が増える可能性は大き

いが、運行の効率化を図るこ

と等により、改善を目指す。 

51,400千円 

（R2年度） 

79,700千円 

（R6年度） 

80,000千円 

（改善(※2)） 

(※1)行政負担額は、路線バスへの運行補助、市が主体となり運行する路線の運行経費や運行補助（らくらくタクシー）、

地域が主体となり運行する路線への財政負担の総額。 

(※2)金額としては現状維持程度ではあるが、物価上昇等を考慮して改善とした。 

 

■数値の把握方法：宇陀市において把握 

 

目標⑦：地域公共交通の収支率 

指標 考え方 対象路線(※1) 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

⑦ 

市内を運行す

る地域公共交

通の収支率 

運行経費の増大

が想定されるが、

各種施策の実施

により利用者増を

図り、改善を目指

す。 

(路線) 

大宇陀線 

67.6％ 

（H30年度） 

48.9％ 

 

50％ 

（改善） 

(路線) 

古市場線 

44.7％ 

（H30年度） 

36.2％ 

 

40％ 

（改善） 

(路線) 

榛原東吉野線 

39.9％ 

（H30年度） 

38.1％ 

 

40％ 

（改善） 

(路線) 

榛原ﾈｵﾎﾟﾘｽ線 

66.0％ 

（H30年度） 

46.8％ 

 

50％ 

（改善） 

(路線) 

桜井菟田野線 

38.3％ 

（H30年度） 

23.1％ 

 

30％ 

（改善） 

(路線) 

奥宇陀わくわくバス 

24.1％ 

（H30年度） 

18.3％ 

 

20％ 

（改善） 

(路線) 

都祁榛原線 

34.6％ 

（H30年度） 

34.7％ 

 

35％ 

（改善） 

(市営有償) 

榛原大野線 

16.1％ 

（H30年度） 

11.1％ 

 

15％ 

(改善) 

(市営有償) 

かぎろひバス 

12.3％ 

（R3年度） 

8.5％ 

 

10％ 

(改善) 

デマンド型乗合

タクシー 

13.1％ 

（H30年度） 

9.0％ 

 

10％ 

(改善) 

(※1)対象路線：路線バス(7路線)、市営有償バス(2路線)、デマンド型乗合タクシー(1路線) 

■数値の把握方法：運行する交通事業者からのデータ提供に基づき算定（収支率＝運賃収入÷運行経

費）  
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（３） 基本方針４（根）に関する目標 

目標⑧：地域公共交通に係る継続的な情報発信 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

⑧-1 

鉄道・バスマッ

プの作成・配布

状況 

路線の見直しや再編時など

に集中的かつ効果的に実施

する（現状維持）。 
全戸配布 

(H28年度) 

・随時内容更新 
・各観光拠点,集
客施設等に設置 

・Webページ等の
活用 

現状維持 

⑧-2 

地域公共交通に

関する定期的な

情報発信の回

数 

地域公共交通に関する関心

を高めるため、利用実態や最

新ニュース等を掲載する（仮

称）地域公共交通新聞を定

期的に発行する。 

－ 

（なし） 

－ 

（なし） 

年４回 

（新規） 

 

目標⑨：地域公共交通に係る関係者の連携の強化 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

⑨ 

連携施策の意

見交換会の実

施回数 

近隣自治体や宇陀市庁内の

関連部署（観光,福祉,教育,

地域振興等）が連携施策等

について意見交換を継続す

る（現状以上）。 

－ 

（非計測） 
９（※1） 現状以上 

(※1)令和７年度は、宇陀市地域公共交通活性化協議会２回、宇陀地域公共交通活性化協議会２回、宇陀市未来技術実

装事業運営協議会２回、宇陀地域政策推進課と福祉関係部局ほか庁内での意見交換を３回実施済 
 

目標⑩：地域公共交通への理解と行動変容の促進 

指標 考え方 
過去実績値 

 

現状値 

(R7年度) 

目標値 

(R12年度末) 

⑩-1 

公共交通学習

の実施回数 

児童・学生の地域公共交通

の学びの機会を増やすため、

市内小学校等を対象にした

公共交通に関する学習を実

施する（現状以上）。 

２回 

（R2年度） 
全小学校各１回 現状以上 

⑩-2 

行政職員の公

共交通機関を

利用した通勤者

数 

健康長寿のまちの実現に向

け、市職員が積極的に地域

公共交通を利用する姿勢を

示すため、継続的な増加を

図る。 

118人 

(R元年度) 

167人 

 

200人以上 

（＋33人） 

⑩-3 

地域公共交通に

ついて市が意見

交換を行った地

域・団体の数 

地域での移動のお困りごと

から新たな移動手段の確保

に至るまで、さまざまなス

テージでの地域や各種団体

との意見交換を継続する。

（現状以上）。 

－ 

（非計測） 
４(※1) 現状以上 

(※1)令和７年度の状況：連合自治会・まちづくり協議会・地域団体との意見交換 

■数値の把握方法（目標⑧～⑩）：宇陀市において把握 
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4. 目標達成のための事業メニュー 

「2-3 計画の基本的な方針」で設定した基本理念の実現を目指し、４つの基本方針に沿って実施す

る事業メニューを下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 

幹：広域幹線や
地域間交通の
維持・連結強化 

施策の方向性 施策メニュー 具体的な取組内容 

Ⅰ．幹・枝を構成
する従来の地域
公共交通サービ
スの維持・改善 

枝：暮らしを支
える地域内交
通の効率化 

葉 ： 地域のコ
ミュニティで支
える生活圏内
の移動支援の
充実 

根：持続可能な
地域公共交通
に向けた土台づ
くり 

Ⅱ．幹・枝の交通
を補完する葉の
交通の市内展開 

Ⅳ．地域公共交
通を支える体
制・しくみの構築 

Ⅰ-1.路線バス等
の軸となる既存
サービスの維持 

Ⅰ -2. 既 存 バ ス
サービスの改善・
見直しによる利便
性・回遊性の向上 

Ⅱ-1.地域主体の
交通づくりの推進 

Ⅱ-2.福祉・教育・
観光等の他分野と
の連携・共創の推
進 

Ⅲ-1.誰もが利用し
やすい公共交通環
境の整備 

Ⅲ-2.分かりやすく
幅広い情報提供 

Ⅳ-2.地域公共交
通を地域が自ら守
り育てる意識の醸
成 

Ⅳ-1.地域公共交
通のサービスの維
持・担い手の確保 

①国と県・市の協調によるバス路線の維持 

①関係者が一体となって検討・協議できる
場づくり 

②地域主体の交通まちづくりへの支援の充
実 

①既存車両・サービスの有効活用 
②観光・交流拠点と連携した交通拠点整備 
③庁内関係部局との定期的な情報共有・
協議調整 

④地域公共交通ネットワークの再構築に向
けた調査研究及び実証実験の実施 

①安全・安心に利用できる地域交通環境
の整備 

②高齢者・運転免許返納者への移動支援 
③子ども・子育て世代向けの移動支援 

①路線や時刻表等の分かりやすい情報提
供 

②公共交通の利用状況や運営実態に関す
る情報提供 

③様々な手段を活用した幅広い情報発信 
④地域自治会等と連携した住民への周知 

①人材確保に向けた連携・支援 
②既存の路線維持に向けた連携・支援 
③地域公共交通ネットワークの再構築に向
けた調査研究（再掲） 

④新たな技術等の活用検討 

①沿線住民・沿線事業所・学校・転入者に
対するモビリティ・マネジメントの実施 

②公共交通の利用状況や運営実態に関す
る情報発信（再掲） 

Ⅲ．地域公共交
通を利用しやす
い環境の整備 

①路線バス（奈良交通）の効率化・利用促
進のためのルート・ダイヤ等の改善・見直
し 

②市営有償バスの利用拡大に向けたルー
トの見直し・改善 

③コミュニティバスの利便性向上 
④らくらくタクシーの利用ニーズに合わせ
た運行区域の見直し 
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4-1 幹・枝を構成する従来の地域公共交通サービスの維持・改善 

（１） 路線バス等の軸となる既存サービスの維持 幹 枝 

○ 施策のねらい 

国・県の補助制度を最大限活用し、地域公共交通網の骨格となる「幹」「枝」を担う路線バス等の

運行を安定的に継続することで、市民の日常的な移動手段を確保するとともに利用増進を図る。 

○ 具体的な取組内容 

①国と県・市の協調によるバス路線の維持 

 「地域公共交通確保維持改善事業」等の補助金の活用継続による運行経費の確保 

 

＜対象路線と位置づけ・必要性など＞ 

系統の種別 地域内フィーダー系統 地域間幹線系統 

対象路線 〇市営有償バス・榛原大野線 

〇デマンド型乗合タクシー 

〇らくらくタクシー 

〇市営有償バス・かぎろひバス 

〇ノッカルおくうだ 

〇路線バス 

 ・大宇陀線、古市場線、榛原東吉

野線、桜井菟田野線、都祁榛原

線 

〇奥宇陀わくわくバス 

路線維持や 

補助の 

必要性 

地域公共交通網の維持・確保に努

め、今後も各路線の現状程度の便

数の維持を目指すために必要 

地域公共交通網の維持・確保に努

め、今後も各路線の現状程度の便

数の維持を目指すために必要 

実施主体 宇陀市・宇陀市地域公共交通活性

化再生協議会・宇陀地域公共交通

活性化協議会 

宇陀市・奈良県・周辺市村（奈良市・

桜井市・東吉野村）・交通事業者・宇

陀地域公共交通活性化協議会 

目的・効果と

評価手法 

利用実態や利用者意向などを的確

に把握し、当該路線の運航サービス

（ルート、ダイヤ、運賃等）の妥当性

等の検証・評価を行う。 

利用実態や利用者意向などを的確

に把握し、当該路線の運航サービス

（ルート、ダイヤ、運賃等）の妥当性

等の検証・評価を行う。 
 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 

その他 
（周辺市村、宇陀市地域公共交

通活性化再生協議会、宇陀地域

公共交通活性化協議会） 

◎ ◎ ◎  ◎ 

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 実施⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する 
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（２） 既存交通サービスの改善・見直しによる利便性・回遊性の向上 幹 枝 

○ 施策のねらい 

利用実態や市民ニーズを踏まえ、運行ルート、ダイヤ、停留所配置等の見直し・改善を行うこと

で、「使いにくさ」を解消し、利用者の利便性の向上を図る。 

○ 具体的な取組内容 

地域公共交通の利便性向上・利用促進に向けて、利用実態やニーズに応じた運行サービス（運行

ルート、運行ダイヤ、停留所位置等）の見直し・改善を行う。 

 

①路線バス（奈良交通）の効率化・利用促進のためのルート・ダイヤ等の改善・見直し 

 桜井菟田野線をはじめとする各路線について、運行の効率化のためルートとバス停留所の

見直しを検討する。 

 鉄道との乗り継ぎ強化のため、適宜、ダイヤ調整を行う。 

 

②市営有償バスの利用拡大に向けたルートの見直し・改善 

 利用者増加に向けて、新たな利用が見込まれる地域を経由する等、ルートの見直しを検討

する。 

 速達性・定時性向上のためのダイヤ調整、バス停留所の新設・廃止を検討する。 

 

③コミュニティバスの利便性向上 

 曽爾村、御杖村とともに運営する奥宇陀わくわくバスについて、必要に応じてダイヤ調整を

検討する。 

 

④らくらくタクシーの利用ニーズに合わせた運行区域の見直し 

 買物・通院環境の変化を踏まえ、運行区域や運行条件の見直しを検討する。 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 

その他 
（宇陀市地域公共交通活性化再

生協議会、宇陀地域公共交通活

性化協議会） 

◎  ◎  ◎ 

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 
ニーズ調査 

・実施 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

⇒ 

（継続実施） 

③ 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

④ 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 
【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する  
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4-2 幹・枝の交通を補完する葉の交通の市内展開 

（１） 地域主体の交通まちづくりの推進 

○ 施策のねらい 

地域の実情や多様な移動ニーズにきめ細かく対応するため、住民・地域団体・交通事業者・行政

が連携し、地域自らが主体となって移動手段を考え、支え合う「地域主体の交通まちづくり」を推進

する。これにより、幹・枝の公共交通では対応が困難な地区においても、持続可能な移動環境の確

保を図る。 

○ 具体的な取組内容 

①関係者が一体となって検討・協議できる場づくり 

 地域公共交通ネットワークの再構築に向け、他地域での取り組みや先進事例の調査研究を

進める。 

 地域住民、交通事業者、行政等が参加する意見交換・検討の場を設け、地域の移動課題を

共有する。 

 宇陀市地域公共交通活性化再生協議会はじめ関係機関と連携し、地域主体の取組を継続

的にフォローする。 

 

②地域主体の交通まちづくりへの支援の充実 

 地域団体が主体となって実施する交通サービス（実証運行等）に対し、市が相談及び支援

窓口となり、ケースに応じた支援策を検討する。 

 さらに、既存の「かぎろひバス」や「ノッカルおくうだ」等の地域主体となった取組の先行事例

のノウハウを共有し、他地域での導入に向けた情報共有や財政的支援等を行う。 
 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 
その他 

（宇陀市地域公共交通活性化再

生協議会） 

◎ ○ ○ ◎ ○ 

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 検討 実施⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 検討・協議 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒  

【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する 
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【参考】地域団体が主体となって実施する交通サービスへのケースに応じた支援施策（案） 

 

地域団体が主体となって実施する「葉」

の交通サービスは、地域特性によって運

行形態がそれぞれ異なることが想定され

る。そのため、ケースに応じて支援策をカ

スタマイズし構築する。市が相談及び支

援窓口となり、交通サービスの設計～支

援、それに応じた補助要綱等の作成を

行っていく。 

 

行政から地域団体への支援施策の

ケース例としては、以下のようなものが挙

げられる。 

 

＜参考例＞ 

ケース例１ 

地域団体が運営主体となり交通事業者に 

運行委託する場合 

（市の役割例） 

・補助金による支援  

ケース例２  

市が運営する交通サービスを地域団体が運

行する場合 

（市の役割例） 

・車両の提供 

・運行委託料の支払い 

・保険への加入 

 

ケース例３  

地域団体が移動支援・外出支援ボランティア

等によって運営及び運行主体となる場合 

（市の役割例） 

・車両の提供や購入費の補助 

・運営補助金による支援 

・保険加入費の補助 

 

※以上のケース例はいずれも参考であり、実際には地域団体の運営体制やニーズに応じて柔軟
に支援内容を構築する  

市 地域
交通
事業者補

助
金

運
行
委
託

運営 運行補助・支援

市 地域

車両提供・運行委託料

運賃収入

運営 運行

市 地域

車両提供・購入費補助
運営補助金

移動支援・外出支援
ボランティア

運営 運行＋補助・支援

行政

地域のコミュニティで支える

葉の交通

事業者

行 政

市 民 運行主体,利用

運行主体,支援

支援(運行管理等)

幹の交通

利用

支援,運行主体

運行主体

行政

枝の交通

利用

運行主体,支援

運行主体事業者

行 政

市 民

事業者

行 政

市 民

持続可能な地域公共交通とするための根

モデル化し
コミュニティの
単位で展開

◆宇陀市での事例 
ほっとバス錦 

◆宇陀市での事例 
かぎろひバス 
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（２） 福祉・教育・観光等の他分野との連携・共創の推進 

○ 施策のねらい 

公共交通単独では十分なサービス提供が困難なエリアや時間帯について、福祉・教育・観光など

他分野が保有する資源や施策と連携・共創することで、多様な移動ニーズに対応した柔軟で効率的

な移動手段を確保し、市民生活の利便性向上および地域の魅力向上を図る。 

○ 具体的な取組内容 

①既存車両・サービスの有効活用 

 スクールバスや福祉施設等が保有する車両について、空き時間帯の活用等を検討する。 

 関係部局や教育委員会と連携し、制度面・安全面・運用面等、実現化に向けた課題等の整

理を行う。 

 

②観光・交流拠点と連携した交通拠点整備 

 道の駅「宇陀路大宇陀」及び近鉄室生口大野駅前の再整備と連携し、公共交通の乗継拠点

としての機能強化を図る。  

 観光施設や駐車場等と公共交通との接続性向上に取り組む。 

 

③庁内関係部局との定期的な情報共有・協議調整 

 福祉、教育、観光等の関係部局と定期的に情報共有・協議を行い、施策間の連携を強化す

る。 

 

④地域公共交通ネットワークの再構築に向けた調査研究及び実証実験の実施 

 他地域での取り組みや先進事例の調査研究を進めるとともに、関係者間での意見交換や

勉強会等を積極的に行う。 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 
その他 

(宇陀市教育委員会・社会福祉協

議会・福祉関連施設等) 

◎ ◎ ○ ○ ○ 

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 検討・協議 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

③ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

④ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 
【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する  
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【参考】地域主体の交通まちづくりや他分野との共創の推進に関する政策の方向性 

交通政策審議会 交通体系分科会 地域公共交通部会では、「交通空白」の解消に向けた制度的

枠組みの構築に向けて、令和７(2025)年 12 月に関係者の連携・協働をより進めていくべきとの提

言をとりまとめた。 

 

1. 共同化・協業化の推進 

⚫ 「交通空白」等について、地域の輸送資源をフル活用して解消するため、運転者等の担い手

や車両等に関して、地方公共団体が司令塔役として主体性を発揮して交通事業者間や施

設送迎サービスの提供者等から協力を得る等、地域の関係者が連携してその実情に応じた

適切な形態による運送サービスの提供を図る事業を、地域交通法の地域公共交通特定事

業として新たに創設し、手続の特例、事業の計画的な実施義務を措置するなど制度的な対

応を講じるべきである。 

 

 

 

 
出典：国土交通省交通政策審議会地域公共交通部会 とりまとめ 「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築～関

係者の連携・協働（モビリティ・パートナーシップ）の推進～ 

 

  



-44- 

 

4-3 地域公共交通を利用しやすい環境の整備 

（１) 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

○ 施策のねらい 

高齢者、子ども・子育て世代、移動に不安を抱える方など、すべての市民が安心・安全に公共交通

を利用できるよう、年齢やライフステージに応じた移動支援や交通環境の改善を行い、自家用車に

過度に依存しない移動手段の選択を可能とする。 

○ 具体的な取組内容 

①安全・安心に利用できる地域交通環境の整備 

 鉄道駅やバス停周辺における安全対策等について、関係機関と連携して検討する。 

 鉄道との乗り継ぎ強化のため、適宜、ダイヤ調整を行う。 

 観光での利用に対応したキャッシュレス支払いの導入など、利用しやすい環境の整備を検

討する。 

 

②高齢者・運転免許返納者への移動支援 

 高齢者運転免許自主返納支援制度と連携し、奈良交通が運用しているゴールドパス制度

等の認知度を向上させるため周知を強化する。 

 地域団体が主体となって実施する交通サービス（実証運行等）に対し、市が相談及び支援

窓口となり、ケースに応じた支援策を検討する。（再掲） 

 

③子ども・子育て世代向けの移動支援 

 子どもや子育て世代が利用しやすい運行サービスや制度の検討を行う。 
 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 その他 

◎ ○ ◎   

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 随時実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 随時実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

③ 検討 
必要に応じ

て実施 
⇒ ⇒ ⇒ 

⇒ 

（継続実施） 

【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する 
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（２） 分かりやすく幅広い情報提供 

○ 施策のねらい 

公共交通に関する情報を誰にとっても分かりやすく、かつ必要なときに適切に入手できる環境を

整えることで、利用に対する心理的・情報的なハードルを低減し、公共交通の利用促進と市民・来訪

者の利便性向上を図る。 

○ 具体的な取組内容 

①路線や時刻表等の分かりやすい情報提供 

 路線再編やダイヤ改正にあわせて、バスマップ等の情報媒体を作成・更新する。 

 

②公共交通の利用状況や運営実態に関する情報提供 

 地域公共交通に関する関心を高めるため、利用実態や最新ニュース等を掲載する（仮称）

地域公共交通新聞を定期的に発行する。 

 

③様々な手段を活用した幅広い情報発信 

 市ホームページ、交通事業者サイト、観光サイト等を相互に連携させ、情報へのアクセス性

を高める。  

 SNS 等の活用や地域公共交通に関する勉強会の催し等を通じた多角的な情報発信を進め

る。 

 

④地域自治会等と連携した住民への周知 

 市内における地域公共交通がひっ迫している状況について認識を深めるとともに、今後の

利用促進に向けた意識の高揚を図るため、地域ぐるみでの啓発活動に取り組む。 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 その他 

◎  ◎ ○  

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 随時実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

③ 検討 実施⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

④ 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する  
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【参考】公共交通の利用状況や運営実態に関する情報提供 

○秋田県横手市「市報よこて」2024年 10月号 

 

 
出典：横手市ホームページ 
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4-4 地域公共交通を支える体制・しくみの構築 

（１） 地域公共交通のサービスの維持・担い手の確保 

○ 施策のねらい 

運転手不足や事業環境の変化といった課題に対応するため、行政と交通事業者が連携し、担い

手確保や運行の効率化、新技術の活用に取り組むことで、将来にわたって地域公共交通サービスを

持続的に提供できる体制の構築を図る。 

○ 具体的な取組内容 

①人材確保に向けた連携・支援 

 行政と交通事業者が連携し、市広報やホームページ、合同企業説明会等を活用した人材確

保に向けた情報発信等を進める。 

 

②既存の路線維持に向けた連携・支援 

 行政と交通事業者が連携し、既存の生活路線運行維持に向けた利用促進の取り組みを進

める。 

 

③地域公共交通ネットワークの再構築に向けた調査研究（再掲） 

 他地域での取り組みや先進事例の調査研究を進めるとともに、関係者間での意見交換や

勉強会等を積極的に行う。 

 

④新たな技術等の活用検討 

 自動運転バスの実証実験、DX等の新技術について、地域特性に応じた導入可能性を調査・

検討する。 
 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 その他 

◎ 〇 ◎   

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 検討 実施⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

③ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

④ 調査・検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する  
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【参考】人材確保に向けた連携・支援 

○交通事業者によるバス運転者募集案内や見学会の実施（奈良交通） 

 

出典：奈良交通株式会社 バス運転者採用サイト 

 

○定年を迎えた消防職員と交通事業者との連携によるバス運転手確保の取り組み（桑名市×三重交

通） 

 

出典：桑名市ホームページ  



-49- 

 

○広報誌における公共交通事業者の乗務員募集（五條市） 

 

出典：五條市 「広報五條 2021年 2月号」 

 

○路線バス等運転士確保支援事業（豊橋市） 

   
出典：豊橋市ホームページ 
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【参考】宇陀市における自動運転バスの実証実験 

  

  

出典：令和 6年度宇陀市自動運転実証実験報告書 
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（２） 地域公共交通を地域が自ら守り育てる意識の醸成 

○ 施策のねらい 

公共交通が地域の重要な社会基盤であることへの理解を深め、市民一人ひとりが「使って支え

る」「地域で守り育てる」という意識を醸成することで、利用促進と合意形成を図り、地域公共交通の

持続可能性を高める。 

○ 具体的な取組内容 

①沿線住民・沿線事業所・学校・転入者に対するモビリティ・マネジメントの実施 

 市内の小学生を対象とした公共交通学習を継続する。 

 沿線住民や沿線事業所、転入者に対するモビリティ・マネジメントの実施を検討する。 

 地域のイベント等と合わせた児童向けの公共交通学習のイベント実施や、高齢者への乗り

方体験会の実施などを検討する。 

 公共交通学習やモビリティ・マネジメントの実施にあたっては、大学や奈良県、企業などと連

携する。 

 

②公共交通の利用状況や運営実態に関する情報発信（再掲） 

 地域公共交通に関する関心を高めるため、利用実態や最新ニュース等を掲載する（仮称）

地域公共交通新聞を定期的に発行する。 

 市内における地域公共交通がひっ迫している状況について認識を深めるとともに、今後の

利用促進に向けた意識の高揚を図るため、地域ぐるみでの啓発活動に取り組む。 

○ 実施主体 

市 県・国 交通事業者 地域住民 その他 

◎  ◎ ◎  

○ スケジュール（年度） 

年次 

取組 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R9) 

2029 

(R10) 

2023 

(R11) 
長期 

① 随時実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

② 随時実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

（継続実施） 

【実施主体について】◎：メインとなって事業を推進する ○：事業の推進に対して支援・協力・連携する 

  



-52- 

 

【参考】沿線住民や児童向けの公共交通学習のイベントの事例 

 

出典：大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科「モビリティミックスの実現に向けた ゲーム型MMの実践  

─ 京都府京丹後市での取組から ─」 
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5. 計画の推進に向けて 

5-1 計画を推進するための各主体の役割 

地域公共交通は、交通事業者や行政だけに任せていては守っていくことが困難であり、各施策・事業

を実行するにあたっては、交通事業者、宇陀市、地域住民等も含めたすべての関係者がそれぞれの役

割を担い、一体となって計画を推進していくことが欠かせない。 

各施策・事業メニューの実施主体については、前章に記載の通りだが、計画全体を推進していくため

に各主体が担うべき基本的な役割を以下のとおり整理した。 

 

主体 役割 

宇陀市地域公共

交通活性化再生

協議会 

・本計画全体の管理（計画の進捗状況の確認（施策の取り組み状況・目標の達成

状況の把握）、目標達成状況を踏まえた目標や計画の見直し、次期計画の検

討・策定） 

・国庫補助路線に対する補助に関する協議・合意形成 

行政 国・県 ・交通事業者や地域主体の取り組みに対する各種支援 

・市町村を跨ぐ路線の維持に向けた協議・調整 

・法改正や新たな支援制度等に関する情報提供やアドバイス 

宇陀市 ・地域公共交通計画全体の管理支援（事務局機能） 

・関係者間のパイプ役として、情報提供、課題認識の共有、課題解決に向けた協

議・調整 

・地域公共交通と連携する他分野（福祉・教育・観光等）との連携 

・交通事業者や地域主体の取り組みに対する財政的・側面的支援 

交通事業者 ・安全で快適な交通サービスの提供 

・利便性向上の取り組みや積極的な情報発信等による、地域公共交通利用の促

進 

・評価・検証のためのデータの提供 

住民 ・積極的な地域公共交通利用 

・地域公共交通への関心と理解の向上 

・地域主体での移動手段の確保に向けた検討への参画 

その他（商業・観

光関係団体や施

設、企業等） 

・行政や交通事業者とともに、地域公共交通を利用して地域や施設を訪れたくな

る取り組みへの協力・連携 

・通勤や業務等における地域公共交通の積極的な利用 
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5-2 計画の進捗管理 

本計画の推進にあたっては、第４章で示した施策・事業メニューの実施状況および第３章で示した目

標の達成状況を定期的に確認し、その進捗を適切に管理する。また、市民の生活や移動に影響のある

不透明な社会・経済情勢等の変化に柔軟に対応し、必要に応じて施策・事業や目標の見直しを行ってい

く。これにより、“作ったら終わり”の計画ではなく、より実効性のある“生きた”計画として運用していくこ

ととする。 

本計画を着実かつ効率的に推進するために、「宇陀市地域公共交通活性化再生協議会」のもとで、Ｐ

ＤＣＡサイクル（計画［Plan］→実行［Do］→検証［Check］→改善［Action］の循環検討手法）の考え

方に基づき、検証・見直しを行うこととする。 

 

【計画全体のＰＤＣＡ(大きなサイクル)】 

     計画期間   

ステップ 内容 令和７ 令和８ 令和９ 令和 10 令和 11 令和 12 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

計画

[Plan] 
計画の立案 

      

実行 

[Do] 

計画に沿った施策・

事業の実施 

      

検証

[Check] 

施策・事業の実施状

況、目標の達成状況

の評価・検証 

      

改善

[Action] 

評価・検証を踏まえ

た計画や目標の見

直し 

      

 

【個別の施策・事業のＰＤＣＡ(小さなサイクル)】 

 

※各施策・事業について原則毎年実施する。 

 

計画
Plan

実施
Do

見直し
Action

評価
Check

施策4-(1)

計画
Plan

実施
Do

見直し
Action

評価
Check

施策1-(1)

施策1-(2) 施策4-(2)

・・・・・

第２次計画 
の策定 

次期計画 
の策定 

必要に応じて実施 


